６月議会一般質問　第二問用メモ

（1）今回の統一選に反映された様々な民意を市長はどう読み取ったか。また、税源委譲により、住民は身近な行政サービスに熱い、かつ厳しい眼差（まなざ）しを向けることになります。市長の認識を伺う。 

総務省の「所得税と住民税が変わるゾウ」によれば「住民はより身近で、よりよい行政サービスを受けられることになります」とあります。

市民税課の前を通りますと「住民税が変わります」と大々的に短冊がぶらさがっています。６月から住民税（市県民税）の所得割の税率が所得の多い少ないにかかわらず10％（市民税6％、県民税4％）に見直されます。

市民は特に市全体の６割の人が対称になる課税所得200万円以下の方の住民税は現在の5％から10％と倍になるわけで、その分、市役所をみつめる市民の眼差しは厳しいものになるのではないか。

市民の皆さんに今年度の住民税のお知らせが届くのはこの15日頃と思いますが、「税源の移し替えなので増税ではありません」というには定率減税の廃止など他の要素も加わっているわけで、なかなか市民の理解は得られません。

広報とよはし６月1日号では「平成19年度から市県民税が大きく変わりました」と両面2ページを使って説明されています。あの説明文を理解される市民の方はどれだけおられるでしょうか。なぜもっと、イラストなどを使って分かりやすくなされないのでしょうか。苦言を呈したい。

①そこで、中旬から市民税課で鳴り響くであろう苦情の電話にどのように対応されるおつもりなのか。市民にとって「よりよい行政サービス」が享受できるような、施策メニューは「地方主権元年」の今年度予算ではどのように用意されているのか、改めて伺う。

②政府の地方分権改革推進委員会は５月30日、第2期改革の議論を方向付ける「基本的な考え方」をまとめた。その中で市町村の将来像として、地方政府を「完全自治体」として行政面だけでなく財政面、立法面でも分権を強調しています。国と地方の役割分担、それによる「思い切った税源委譲」といいながら地域格差を埋める地方交付税のあり方など財政調整などについては踏み込んでいません。市長はどのような感想を持っておられるのか伺いたい。
（2）統一地方選のなかで首長の多選問題や退職金問題について、様々な議論があった。また総務省でも選挙制度及び地方自治制度を所管する立場から、「首長の多選問題に関する調査研究会」が発足している。来年秋に三期目の任期を終える市長の認識を伺う。

多選制限については、市長の答弁どうり、私もそう思います。基本的人権としての被選挙権を法律で規制することの危うさ、多選であろうとなかろうと主権は住民にあるわけで、市民が投票行動で示せばいいわけである。その意味で「住民の選択判断に任せるべきだ」という答弁に納得します。

そこで具体的に一歩突っ込んでお尋ねしますが。

11年前の平成8年秋、いうまでもなく市制90周年の慶祝ムードを吹き飛ばして豊橋市政始まって以来の不祥事で激震が走りました。前市長が収賄疑惑で逮捕されたのが９月27日、９月30日早川衆議院議員が総選挙への出馬を止め、市長選出馬を表明。その深夜、は「辞職前市長願」を議長宛に提出、10月2日臨時議会で前市長からの辞職願いに議会が同意、衆院選を経て市長選挙始まる。11月10日告示、17日投票日、投票率38.86％の市長選挙、そして早川現市長が誕生。

市長選告示の前の日11月９日、市民センタービルである市民団体が主催して緊急市民討論会が開かれ、「今回の事件は市長多選に問題があったのではないか」という質問に、市長は「ひとつの政策を仕上げるのに10年はかかる。連続なら三期12年」と明解に答えておられる。

市長に当選されて一夜明けた11月18日、中日新聞のインタビューに答え「私は市民に推されても連続三期で退く」「市職員との関係でも長くなると知らず知らずに情実が混じり、健全な関係ができない」「首長を連続三期までに制限することは、国レベルで法律化すべきだ」と制度化の必要性を強調。

そして12月９日市長にとっては初めての12月定例議会初日の代表質問で「自治体の首長は大統領制。多選は政策が単調になり、いろいろな分野でよどみがでる。市長任期は連続で三期が限界だと思っている」と答えています。（この部分だけは私は聞いています。公的な議事録も残っています）

①11月18日、市長に当選された翌日の朝、この時に中日新聞記者のインタビューに、「国において法律化すべき」と答えられたのは、今の答弁とは正反対ですよ。「身に覚えのないことなのか、新聞が勝手に書いたことなのか」「私の不徳のいたす所、国会議員からの転進で地方政治に精通していなかった」ということでよろしいか。それと確認させていただきますが、「あと一年半で限界です」よね？　

市長の退職金については平成15年12月議会で問題提起させていただいて、翌平成16年3月議会で「豊橋市長等の退職手当に関する条例」の改正がなされ、報酬掛ける在職月数48か月、それに100分の65から60に減額された。そのときあわせて、市長等の報酬月額も変更になりましたので、改正以前ですと3,441万円が3,142万円に、約300万円減額された計算になります。

そして、昨年６月議会で時の小泉首相が9月の退職を前に退職金は約660万円ということから、首長の退職金問題が再びクローズアップされ、取り上げさせていただきました。市長にとっては、大変に答えにくい問題であろうかと思いますが、市長が住民に対して重い責任を負っているのは当然であり、激務であることには敬意を表したい。その上でこうした公開の場で大いに議論することが大事であると思います。
市長の退職金問題で私が気にかかることは、住民や地域にとって多くの貢献をした市長も借金を増やした市長も条例に従って同額の退職金が支払われる点である。（前市長が手広く開発事業を展開した結果、膨大な借金を抱えてしまった自治体もあり、時代の変化を見誤った市長は選挙で落選するとしても、毎期条例に定められた退職金が支払われている。その跡を継いだ市長は、財政の建て直しに奔走し、特別職ばかりか職員給与もカットしながら節約経営を余儀なくされているケースもある。これでよいのだろうかという率直な疑問であります。

前市長の時も1期目で約2700万円、2期目で約3000万円、3期目で約3300万円支給された。4期目は途中で辞職のため約1300万円が支給対象であったが、起訴の段階で支給を保留、条例にしたがって、禁固以上の刑が確定した段階で支給されないことになった。しかし、前市長の汚職事実が平成6年の3期中ということで論議されたが、返還を求めなかった。

　②そこで、現在、豊橋市においても行政評価システムが導入され、事業の成果やコストに関して定量的管理が開始されています。また職員給与につきましても「経営改革プラン」の中で能率給、実績給に移行しつつあります。こうした管理手法は、経営トップの評価に対しても実施すべきではないだろうか。そこで、経営トップの業績に対する行政評価と退職金制度を組み合わせて、首長退職金査定制度を創設したらどうだろうかというのが私の提案であります。意図する所があれば伺いたい。

（3）夕張市の財政破たんがクローズアップされ、「豊橋市は大丈夫なのか」という市民の声も多い。国においても「地方財政健全化法」が審議されている。その法案の中で新たに4つの財政指標が示された。この指標に基づいて改めて豊橋市の財政の実態を伺う。

1955年の「地方財政再建促進特別措置法」（再建法）によって国が監督して再建する仕組みを定めています。そして夕張市の破たんが明らかになった昨年来、この再建法の問題点が強く指摘され、「地方財政健全化法案」としてまとめられてきた。現行制度が破綻した後で何とか「再建」しようとする制度なのに対し、「健全化法案」は破たん以前に健全化の方策を検討・実行することに重点を置いています。

（ご案内の通り、国内有数の産炭地として栄えた夕張市は1990年に最後の炭鉱が閉山。人口は1960年の12万人から1万2600人余。市はこの間、生き残りをかけて観光産業へ転換を図った。そして、テーマパーク「石炭の歴史村」、ホテル、スキー場…。過大な投資事業は次々と失敗し、2001年に産炭地支援の措置法が失効、2005年度の交付税もピーク時の半分以下になり、自主再建の道は閉ざされたわけです。夕張市の赤字額は353億円、毎年の税収が10億円にも満たないのに、これだけの借金ができたのは、本来ならその年度内に返さなければならない「一時借入金」を使って、赤字が表面化しないように会計操作を続けてきたからです。

問題なのは議会です。18人の市議会議員は「地方税」9億円、地方交付税45億円などと並んで「諸収入」が99億円に登っているのに、この点を問いただす議員はいなかったということ。地域間格差が広がる中で、それぞれの「議会力」が試されています。

38万人の我が豊橋がもしも、3万人に人口が激減したら、そりゃあもう大変です。豊橋においても先の前市長失脚の平成8年、市債総額は全会計で2000億円を超え、それでも公債費比率は12.6でしたが、大型事業が相次いで市民病院、新庁舎建設、豊橋駅東口駅前広場整備の三大事業だけでも670億円でしたから、大きな政治課題になってしまっていました。そこで市長はいち早く「財政問題懇談会」を立ち上げ「行財政白書」で財政事情を市民に公開してきた。この手法は正しかった）

　

実質公債費比率については、平成18年10月行財政改革調査特別委員会で論議させていただいた。平成18年度からの地方債の協議性移行に伴う協議基準の一つとして新たに導入された指標。従来の指標の公債費比率、起債制限比率をさらに厳格化・透明化の視点から見直ししたもので、この実質公債費比率が18％を超える団体は引き続き国の許可が必要となります。本市の17年度の実質公債費比率は11.2％で、中核市中6番目となっている。

　「実質赤字比率」について記憶がないほどずーっと黒字で繰越金、8つの特別会計、3つの企業会計、水道下水は17、18年度は赤字であったが、これは鉛管の取替えというハード整備があったから。

連結赤字比率や、将来負担比率については政令による指標や算出方法をまたなければならないということです。

　昨日、６月3日の日本経済新聞は2005年度ベースで「連結実質赤字比率」が78市町村が赤字であったと一面トップで報じています。これは日経の試算で、最も高いのが364％の夕張市、次いで69％の北海道赤平市、など10の市町が25％を超えている。この近くでは静岡県熱海市。一般会計が黒字でも、病院や国民健康保険の大幅な赤字が足を引っ張っていたり、観光・交通・老人保健医療などの赤字事業などが赤字の自治体が多い。これらは健全化法案基準で財政再生団体になる。そうなると第一段階、第二段階での立て直しが県・国の管理のもとで行われていくことになる。

　①この法案は2008年度予算の決算から適用される予定で、行政サービス全般の見直しや、一般会計だけでなく自治体が負担すべき全体の財政状況を、分かりやすく住民に知らせるこう会計の改革も欠かせない。本市の今後のこれらへの対応取組みについては確認しておきたい　

（4）総務省は新たに「電子自治体推進指針」を示して電子自治体への取り組みを促しているが、地方公共団体における情報システムの効率的・効果的な構築や見直し、ITコストの縮減をどのように図っていくかは重要な課題である。本市の取組みについて伺う。

　①昨年３月議会で「今後、ますます要求が増大する中で情報システムコストをコントロールすることはできないのか」と問題提起し、全庁的なITコストの総点検を提案しました。それ以降一年間の取り組みを伺いたい。

　今後のｅ-市役所－電子自治体を展望する時に、これは全国の自治体の共通課題でありますが、1986年、20年前に導入されたホストコンピュータ－いわゆる汎用機をどうするかという問題であります。住民情報システムのほとんどは広い部屋でうなりをあげている汎用機で運用されている事実であります。
　コンピュータの心臓部といわれるＣＰＵ（中央処理装置）は例えばアメリカのインテル社が開発し世に出したのは1971年11月に世に出した世界初のマイクロプロセッサ「4004」が登場して、絶え間なく進化してきました。その4004マイクロプロセッサの動作周波数は0.108MHz、トランジスタ数にして2300個。最近の2003年からのインテルPentiumMプロセッサは18000MHz、トランジスタ換算7700万と言われます。併せて価格の下落も輪をかけ、Windows95からXP、VISTAとOSも進化し、高度情報社会が加速度的に進化した最大要因です。それで、本市の汎用機。能力からみれば私たちの控え室に導入していただいたノートパソコンの方がはるかに高性能なのであります。

　②今後の電子自治体を展望する時に、この汎用機の再構築をどのように考えておられるのか、具体化のときではないのか伺いたい。 

昨年３月議会で指摘させていただいたようにITコスト縮減のためには汎用化と共同化が絶対条件である。

　京都府では府内市町村課税や収納、徴収など税務事務の共同化に向けた課題を検討するため「税務共同化推進委員会」を設置、支援システムの設計まで含めて共同検討を始めている。新年度予算で見る限り東三河11市町村が情報システム費にどれだけの予算をかけているかといえば、豊橋市の711百万円、田原市は313百万円、豊川市は129百万円、新城市は128百万円、その設楽町で40百万円、豊根村で21百万円など合わせれば、1,465百万円を費やしているわけで、38万人の豊橋の情報システムでその2倍の78万人のデータ処理などコンピュータの処理能力からいったら問題ないはず。

③そこで豊橋市が中心となって11市町村の共同情報システム構築をめざすことをテーマにした研究会を立ち上げたらどうか。
（5）平成の大合併により、5月末で1804市町村に再編されています。市長は「三河市実現に向け、具体的な課題の調査研究を行う」（H16年11月市長選時の選挙公報）とし、この度「東三河広域協議会」も発足し、様々な今日的課題に広域連携で対応し、取り組もうとしている。三河市実現に向け市長の意図するところを伺う。

　率直に言って、統一選で走り回ると、市民からも、また経済界からも、議会からも「市長は何しとる。はよー、東三河の合併を進めよ」と早期対応を促す声があります。

しかし、答弁されたように「市町村合併には、住民意識の高まりと圏域の一体感の醸成が何よりも重要」という市長の考え方を、私は支持します。合併はあくまでも地域住民のためのものであり、「生活の都づくり」でなければならないと思っているからです。

私は、平成の大合併が成功裏に終わり、新しい分権時代を担う新しい市町村体制が出来上がることを心から願っている一人です。

また東三河11市町村は将来的には38万人の豊橋市を中心に78万人の政令指定都市を誕生させるべきだと思っています。


　今回の大合併により、平成11年3月には3,232あった市町村は、現在、1,804と４割以上も減少したことになります。これは人口でみた場合には、5千万人以上の住民に影響を及ぼす大事業であったわけです。
　この市町村合併は、もちろん各市町村の自主的な判断により行われたものであることにかわりはありませんが、しかしながら、一方で、国からの強力な働きかけがあったからこそ実現したものであることも間違いないはずです。

多くの市町村が合併は避けられない課題であるとし、それならば旧合併特例法の期間中に合併をしようということで、国の財政的特例措置を信じ、それを一つの大きな頼みの綱として、合併という重大な選択をされたのです。このことは、特に財政力の乏しい愛知県渥美半島や東三河の山間部では深刻でしたし、頼みの綱でした。


　しかしながら、「人口と面積を基本として算定する新型交付税を導入するとか」、「すべての地方債について地方交付税措置を廃止すべき」とか、『真に必要な地方交付税額』は手当てをしつつ、同時に、現行の法定率を『聖域』とすることなく、法定率の引下げを含め」という建議まで出しています。これは、要するに地方交付税の総額を大幅に削減すべきという趣旨だと考えます。

また、新年度に入って、先ほど述べた「地方分権改革推進委員会」が設置されましたが、今後の論議では、国と地方の税収比一対一論、人口と面積だけで決める新型地方交付税導入拡大、先ほど述べましたが破たん自治体への二段構えの再建法制創設などが中心だとされています。
　このようなことがもしも、実施されることになれば、平成の大合併は間違いなく失敗に終わるではないか。しかしながら、一方では、このような報告書案や建議が出されていることもまた事実です。
　三位一体の改革では「地方の自由度を高めて自主的な街づくりを可能にする」とアドバルーンをあげながらも、結局は地方交付税の縮減、補助金カット、税源後回しという国の財政建て直しが優先されたのではなかったか。これと同じように平成の大合併も、国の財政建て直しが優先されているのではないかということが危惧されているのも事実です。

①国には、合併市町村に対する支援措置の責任と約束を果たし、誠実に履行すべきことを強く求めたい。市長の認識を伺いたい

その上で、11市町村の19年度予算に見る交付税の歳入に占める割合は設楽町では38.6％、東栄町では50.9％、豊根村では38％と山間部の交付税依存は高いものがあり、高齢化とあわせ厳しい実態があります。

今年１月10日の「東三河5市長・2郡町村会長を囲む新春懇談会」で北設楽郡町村会長の加藤設楽町長は「新城市を中心に奥三河が合併しても、体力のある自治体にならない。自ずと豊橋市に英断を仰ぐことになる」の切実に述べて、豊橋市に熱い期待を寄せている。

②将来展望を切り開くためにも、広域連携の流れの中で、広域的なものからひとつのものへと強いリーダーシップをお願いしたいが「東三河広域協議会」会長としての決意の程を改めて伺いたい。

（6）市民病院跡地に「子供関連施設等」が来年７月のオープンめざし急ピッチで建設が進んでいます。「子どもが少なくなるのに無駄な箱物にならないのか」、「愛称も『等』がなくなり『こども未来館』となり、平日は閑古鳥がなくのではないか」「有料で、駐車料金もかかる。普通の市民の子弟が親しめる場所ではなさそう」。こういった声は相変わらず多い。市長の認識と対応を伺いたい。

運営体制も煮詰まってきていて、子育てゾーンは子育て支援の推進担当員、体験・発見ゾーンは市民協働型の運営。これら二つは市の直営。集いゾーンは民間のノウハウを活用するということで指定管理者制度を使う。また所管も現在は都市計画部都心活性課が担当しているが、完成する平成20年7月からは施設全体を福祉保険部子育て支援課が担当していく。

①また教育委員会と連携して「体験・発見ゾーン」を利用するとすれば、その移動に当然に大型バスが必要になる。そのための予算措置まで考えてのことか。あるいは先ほどらい、申し上げている東三河広域連携という視点から、東三河の子どもたちの瞳かがやく空間としての「子ども未来館」という視点を持つべきと考えるが、どうか。

先日、｢浜松こども館｣を訪問しましたがサザシティ浜松の6.7階にあるこの施設。元気一杯の子供たちが大きなネット遊具、遊びの仕掛けのある円形の空中トンネル、階段・屋上遊具などいろいろな場所でたっぷり遊んでいる姿が楽しい。そして、何よりも日替わりのギッシリのプログラムには驚かされる。

②何度もいいますが、このプロジェクト成功のポイントはどこまで充実したソフト、プログラムが用意できるかどうかであり、ここまでくると「将来にわたってよかったと思われるような施設作りという」抽象的な表現では意を尽くさない。人の配置も専門的なスタッフでなければできることではない。どう用意しているのか。

